
町立小中学校樹木剪定・伐採業務委託 

仕様書 

 

1.　業務の目的 

本業務は、太子町立小中学校（以下「学校」という）の敷地内において、

教育活動の妨げとなる樹木や、管理上支障のある樹木の伐採・剪定を行うこ

とで、安全かつ良好な施設環境を確保することを目的とする。 

 

2.　業務場所 

磯長小学校　（南河内郡太子町大字春日地内） 

山田小学校　（南河内郡太子町大字山田地内） 

町立中学校　（南河内郡太子町大字春日地内） 

 

3.　履行期間 

　契約締結日の翌日から令和８年９月 10 日まで 

 

4.　業務内容 

受託者は、町担当職員の指示に基づき、以下の作業を行うものとする。

作業対象とする樹木は、別添－１のとおりとする。 

1）伐採作業 

・樹木の伐採を行う。 

・本業務には抜根を含まないが、伐採した後に残った根を枯らせる

ようにするため切断面（根元）に格子状の切り込みを入れること。 

 

2）剪定作業 

・樹木本来の樹形を考慮しつつ、伸びすぎた部位の剪定を行う。 

 

3)発生材の適正処理 

・作業により生じた枝葉、幹等の廃棄物は、受託者の責任において

速やかに校外へ搬出し、関係法令に基づき適切に処理すること。 

※作業後に雨水排水などの詰まりの原因にならないよう周囲の溝な

ど清掃も行うこと。 

　・処分の数量は、設計書に記載の数量とするが、実績に基づき増減

の変更対象とする。ただし、超過が予想される場合は事前に町職

員と協議を行うこと。 

 

 

5.　安全管理・作業条件 

1）安全確保 

・作業区域周囲には、カラーコーンやトラロープ等を設置し、第三者

の立ち入りを禁止すること。 

・高所作業時や車両移動時は、児童・生徒の安全を第一に考え作業の

計画等を行うこと。 

・本業務は学校が休業中の夏休み期間での業務が原則となるが、町立

小中学校では同時期において空調設置工事等、複数の工事を発注し

ている。業務にあたって必要となる場合は町担当職員に報告の上、

他事業者と調整を行い業務を実施すること。 

 



 

2）作業時間の遵守 

・夏休み期間中（令和８年７月 18 日～令和８年８月 26 日）の平日に

作業を実施すること。 

　また、実施の日程に関しては、町担当職員と事前に協議を行うこと。 

 

3）施設保護 

・重機や車両の乗り入れにより、校庭、植栽、舗装、埋設物等を損傷

しないよう養生を行うこと。万一損傷させた場合は、受託者の負担

において速やかに原状回復すること。 

 

6.　報告および検査 

1）着手前 

・実施工程表および作業計画書（安全対策を含む）を提出すること。

2）完了報告 

・業務完了後、作業前・作業中・作業後の写真を添付した「業務完

了報告書」を提出し、学校管理者の検査を受けること。 

 

7.　担当課 

　教育委員会事務局　教育総務課　担当：浅岡 

　　　TEL:0721-98-5533 

 



別添－1 

○樹木一覧 

※幹の太さは、1.2ｍ程度の高さで測定しています。 

 

 
番号 樹種名 高さ（ｍ）

幹の太さ 

（ｍ）
作業種別

 太子町立 

磯長小学校

① クスノキ 約 7.0 1.5 剪定
 ② イチョウ 約 7.0 1.0 剪定
 ③ 〃 約 7.0 1.0 剪定
 ④ 〃 約 7.0 1.0 剪定
 ⑤ 〃 約 7.0 1.0 剪定
 ⑥ 〃 約 7.0 1.0 剪定
 ⑦ モミノキ 約 7.0 1.4 剪定
 ⑧ センダン 約 6.0 1.0 剪定
 ⑨ 〃 約 6.0 1.9 剪定
 ⑩ クスノキ 約 8.0 2.0 剪定
 ⑪ サクラ 約 2.5 1.5 伐採
 ⑫ 〃 約 3.0 1.5 伐採
 ⑬ 〃 約 3.0 1.9 伐採
 太子町立 

山田小学校
① サクラ 約 3.0 0.8 伐採

 ② 〃 約 3.0 0.9 伐採
 ③ 〃 約 3.0 0.9 伐採
 ④ 〃 約 3.0 0.6 伐採
 ⑤ 〃 約 3.0 0.8 伐採
 ⑥ 〃 約 3.0 0.9 伐採
 ⑦ 〃 約 3.0 0.6 伐採
 ⑧ 〃 約 3.0 0.8 伐採
 ⑨ 〃 約 5.0 0.9 伐採
 ⑩ 〃 約 4.0 1.8 伐採
 ⑪ 〃 約 4.0 1.8 伐採
 ⑫ カツラ 約 4.0 0.9 剪定
 太子町立中

学校 ① クヌギ 約 3.5 0.3

剪定 

(延長 45.0

ｍ)
 ② サクラ 約 7.0 1.5 伐採
 ③ 〃 約 6.5 1.5 剪定
 ④ クスノキ 約 15.0 2.9 剪定
 ⑤ 〃 約 11.0 1.4 剪定
 ⑥ 〃 約 11.0 2.8 剪定
 ⑦ サクラ 約 9.0 1.8 伐採
 ⑧ サクラ 約 9.0 1.4 伐採
 ⑨ クスノキ 約 11.0 2.0 剪定
 ⑩ サクラ 約 8.0 1.8 伐採
 ⑪ クスノキ 約 9.0 1.8 剪定
 ⑫ ケヤキ 約 9.0 1.0 伐採



別添－2 

○現況写真 

 磯 長 小 学

校

番号 写真

 ①

 ②～

⑥

 ⑦



 ⑧

 ⑨

 ⑩



 

 ⑪

 ⑫

 ⑬



 山 田 小 学

校

①

 ②

 ③



 ④

 ⑤

 ⑥



 ⑦

 ⑧

 ⑨



 

 ⑩

 ⑪

 ⑫



 町 立 中 学

校

①

 ②

 ③



 ④

 ⑤

 ⑥



 ⑦

 ⑧

 ⑨



 

 ⑩

 ⑪

 ⑫


